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く研究ノート>

スウェー デ 、 ン

j泣ける所有

の主要 企 業 に

支 配 の停賞

富森!愛児

はじめに

階大戦間以降，とりわけ第ニ次大戦以降における現代資本主義の展鴎は，

一方では確かに匡芸家組占資本主識化の差益閲であるに主義いない。

だが，どちらかというとすぐ';ftて上部講去を的ともいえるかかる医家独占資

のみ自主ど奪われるあまり，現代資本主義においても，なお土台的

自体に，ーっ・の重大な変質のみられることが，見識

されるわけにはいかなし、。

既に，筆者はかかる視角から晃代資本主義jの理論化の一つの方向をさ

し示し，(携努 f現代資本主義の理論J一一金融資本の変貿と「緩慢者支配j

〉そうした怒論的蒸盤からいくつかの現代資本主義の実証的究明をも

みた。

だが，すでに試みられた突言主的研究は，時越の中心となるべき金数資本の

変質一一資本物化の極限的展翻ーーからみて，極めて典恕的といえる

線定されたものであったc

すなわち，まず叙上の金融資本変繁の先持調というべ~アメ予カ，そして

本研究ノート作成に関わる資料入手にあたって次の各氏の協力会得た。カテジ

ーナ・ヘグレγ くSAF)B.アノレムストレム， T.ウッタ…ステレム， 主主.トレ

ノv(以上 Kosum刊行erkC't.)H.ウエスターパーグ (vC'ckansaf似たrsi太問委集武

(在スウェーデン大使館〉竹i軒丸務総辛子(文教大〉。特に記して秘意、を事侵した

し、。
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企 業 各 ( )内は業緩

第一表スウェーダン主要企業売上‘高(1976)

舟生活協同組合 Kooperativaおrbundet
〈コ γグロ ωマザット〉

② オミノレボ AB. Volvo 
〔自勤務〉

@ 1 C A ICA-rorぞi器開

〈薦;事会連合〉

④ A.3ンソン・グループ AxelJohnson一芸ruppen
〈コング口マリット〉

⑤スタッツ・ブェレタグ Statsforεtag A. B. 
〈コ γグロ?リッ~

⑤サブ Saab-Scar泌 A.B. 
( 

AB. Electrolellx トロリ品一

②ニたザクソン
(定通信機〉

Ericsson AB‘ 

@J農業協同組合 SvenskaLantmanneus Riksforb 
〔卸売〉

毛主スペンスカベアザング
〔ベア手ング〉

@N  
〈小

⑬ベイヤイシベスト
(コ γグ口マリット〉

斡 久 コ γスカ・セメソト
〔建設〉

③グレングス
〈鉄車問〉

⑬システムボログット
〈小

@;<.ラクテリアスノレグ
(屠殺協問組合〉

⑩サパ
〔鈎売〉

⑬ SAS 
〈運輸〉

AB. Svenska 
Kullagerfabriken 

N K-Ahlens 

Beijerinvest 

。
AB. Skanska 

Cementgj uteriet 

Grang'部 A.B 

Systembolaget AB 

Sv Slakteriforb forap器

Sabagruppen 

Scand Air System 

Asea 
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A 
iι 業 名 ( )内は業種 |瓦古lL2閉幕|雇用数

③スベンスカ・セノレローズ SvenskaCellulose AB 4172.7 2741.0 11.0 16( ，302 
(製材〉 (100万〉 (100万〉 人〉

クロ F ネ クローネ

⑫〔製食粉協品〉同組合 Sv MejE'riernas Riksf凸rb 4140.0 -5.8 10，460 

③ピボ Vivo-Favor 3994.0 5，100 
(小売〉

出所:veckans affarers 1977， 8月4日号， rスウェーデン200大企業」より。

現段階におけるかかる変質における先進国としての日本，さらにかかる展開

のもっとも遅れたものとしてのフランス，これら三カ国をさしあたりとり上

げることに研究は限定されたのだったO

いうまでもなく，これら三カ国についても，既に行われた研究は極めて不

完全なものであり，また同じ視角から他の諸例の研究にさらに進むとしても

その道程はいわば際限がない。

そうした果しない実証研究の補足はもとより筆者一人で短期間でこれをな

しうるものではない。

ただ，今度たまたま機会を得て，スウェーデンについてかかる問題意識か

ら実証的分析を行うべき若干の資料を得た。もとより，この国の充全な分析

にとっては，それらは極めて不十分なものであるが，さらなる資料の入手の

機会もさしあたり期待しえぬため，さしあたり与えられた資料の整理をもっ

て，先の研究の一つの補足としておくことにしたい。

スウェーデンの巨大企業

スウェーデンの著名な経済週間誌ベーカンス・アフェレ veckansaffarers 

は，金融業を除くスウェーデン企業の売上高順位を毎年発表している。同誌

1977年 8月4日号によれば， 1976年における売上高上位(非金融)25企業は

第一表の通りである O

当然のことながら，重化学工業を中心としたコングロマリ y ト(7)と自動車

電機を中心とした機械(6)がその過半を占めるが，とりわけかかる重化学工業

コングロマリット及び機械においては，輸出比率がおおむね50%を超える高
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さをど示してし、ることが注目容れよう。

人口 700万余といわれるこの爆の園内市場は決して広くなく，現'f1;;資本主

義的巨大企業の成立には全く不十分と患われるが2 すぐれた技術に裏づけら

コに先進資本主義問をネ心とした対外輸出に支えられて，

これら食業の上位企業としての存夜が可能とされているとしてよ L、だろう。

〈数字はやや古いが， 1970年におけるスウェ…デンの輸出の凡そ70%余は，

イギ予ス…12.5%，西独~1l.7% ， ノノレウ z 一~10.8%左中心とする EEC

EFTA によって占められている。また輸出商品の中心は機域設備~28.3%

木材-24.0%，金島~1l.4%である〉

重化学工業コング持マリット，機械をや心とし

企業数をさらに広げても変らない。

1問えば，売上高 100位まででみても， 明らかな如く，機械斡コン

グ戸マリット舗がやはりもっとも多く，これに次ぐのは，

もっこの閣の特賞をあらわして製材(めとなっている O

第二表スウェ…ダン上位企業数経別機成 (1976)

251ft 26 -- 50位 I51 - 75佼 I76 

コンク寺戸
機 械 6I製 本:t 5 機 紋 4マジット |機 械 20

機械(弘警)6 石 員長 4 機 械 4 建 設 3
コング戸

12 マリット

?t 3 建 設 3
コンク。口

3 食 日日閥 、つ3 i民 本t9 マリット

食 ぷ 2 運 輸 3 イヒ 全戸 2 務F 売 2 主主 言受 3 

卸 売 2 2 石 i自 2 製 材 2 滋 続 7

欽 鏑 i
コング口

鉄 鏑 選 総 21 売 7
-" 1)ヅト

建 設 鉄 繍 棄を 設 治 6

漆 事議 製 材 i ;筆 事会 化学 2 食 品 5 

製 本ぎ iE!J 'ゴ，γu ー 扇動車販売 自動家絞売 2 卸 % 5 

関 発 その他 3 その飽 5 その的 3 化 学 4

鉄 鏑 3

官官矯 veckans affarers より作成。
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E スウェーデン巨大企業における所有構造の特質

叙上のスウェーデン主要企業の資本所有関係については，オロフ・フォノレ

スグレン (OlofForsgren)の近著「スウェーデン産業において，誰が誰を所

有支配しているかJ(Vem agen vad svenskt naringsliv 1976)において，

その詳細が明らかにされている。

特に， 25大企業について，フォノレスグレンの著書に従ってその所有関係の

特質からこれらを分類整理すれば，スウェーデン巨大企業をおよそ四つの範

時に分けることができょう。以下，それら四つの類型について，内容を概括

しておくことにしよう O

(1) 所有関係の「社会化」の進んでいるもの…・・・協同組合及国有准国有企

業。

何よりもスウェーデンを特色づけるものとして協同組合の上位企業におけ

る突出がある。すなわち上位25企業の中に実に次の 5つの協同組合の存在が

確認されるのである(以下企業の頭にある数字は売上高における順位〉。

① スウェーデン生活協同組合。 KooperativaForbundet 

③ 商庖会連合。 1C A -rorelsen 

⑮ スウェーデン農業協同組合。 SvenskaLantmannens Riksforb 

⑫ スウェーデン屠殺協同組合。 SvSlakteriforb 

@ スウェーデン製粉協同組合。 SvMejeriernas Riksforb 

もっともこれらのうち，③ ICAについては協同組合として扱うのに多少

の問題点が残ろう。しかし，この連合会が独自の会計をもっ企業存在である

ことは明らかとされており，わが国のこの程団体とはかなり，実質がことな

り，むしろ極めて協同組合組織に近いものと推察されるところがある故，敢

えてここに加えておいた。

なお，生活協同組合がスウェーデンの最大企業であることが注目されるが，

これもわが国の生協とことなり，諸種の生産工場をもったれっきとしたコン

グロマリ y トであることを特に付記しておきたい。
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協同組合の進出と並んで，国有・准固有企業の上位進出もまた注目されよ

うO

ただ，ここでもスウェーデン政府が 100%株主となっているこつの固有企

業，即ち，⑤ スタッツフェレタグ社 StatsforetagAB  (造船，機械，鉄鋼，

化学，鉱業に及ぶ重化学工業コングロマリット〉⑮ システムボラゲット社

Systembolaget (小売〉は別として，准国有企業二社，すなわち② ボルボ

社 ABVolvo (自動車〉及⑮ スカンジナピア航空 SA S (航空〉について

は，これらを「社会化」の進んだものとしてどの程度まで評価できるかは一

つの問題点となろう。しかし次にかかげる株主表からみる限り，少くとも株

式保有の面では政府乃至政府管理資金が，これら企業の中心となっているこ

とは明らかである。

まず¥ボノレボ社で、は(第三表〉政府管理下にある国民年金基金が筆頭株主

であり，第 2位のスウェーデン商業銀行も，政府管理下のスウェーデン年金

第三表ボルボ (ABVolvo Goteborg)社の主要株主円

国 民 年 金基金 AllmannaPensionsfondE'n 

A株 446，495

B株 461，667

スウェーデン商業銀行年金部、 Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse 

クス ス 社 AB.Custos 

Ai朱 296，779

B株 138，079

A株 294，543

B 株 23，457

スカ γ ジア保険 Fりrsakrings.AB Skandia 

A株 421，883

B株 104，253

へボノレボ社の総発行株は， A株(1株50クローネ株 1票) 7，831，350株， B株

( 1株50クローネ， 10株 L票)9，820，035株。
*2 スウェーデン商業銀行の総発行株は普通株は，普通株(1株 100クローネ 1株 1

票)4，515，560株， A優先株B優先株(ともに 1株100クローネ10株1票〉各250，

000株で，その筆頭株主は，スウェーデン年金基金 CSP P)で，普通株217，900

株を保有，第二位は生保で普通株152，039株A優先株4，898株B優先株12，152株を
保有している。

出所:Olof Forsgren“Vem ager vad svenskt naringsliv" 1976. 



スウェーデンの主要企業における所有=支配の特質 富森 117 (521) 

第四表 S A S社の主要 株主

航空サービ、ス社* Aerotransport Sverige 

デ、ンマーク航空 Det Danske Luftfartsselskab 

ノノレウェー航空 Det Norske Luftfartsslskap 

総発行持の桝
。 の号令

グ の与を

* Aerotransport Sverige社の発行株の50%をスウェーデン政府が保有している。
出所;O. F orsgren前掲書。

基金 (SP P)を筆頭株主としており，これらを合わせて，少くとも法律上

の所有関係からみる限り，この企業が政府系であることが確認できるのであ

る。また， SASについては，ボノレボのケースよりさらに直接に，スウェー

デン政府が，所有を基本的に掌握していることが全く明白であることがわか

る(第四表〉。

もっとも，このような所有関係の存在にもかかわらず¥これら企業が現実

にどの程度「社会化」されているかは，これら企業の資本蓄積その他の経営

動態をさらに追求することなしに，判断を下すことはできなし、。だが，その

限りでは 100%政府保有の企業についても問題は同じであり，ともかく企業

の所有支配における側人性の止揚は確実であること，しかも政府を通じての

社会的コントローノレの手段が一応保障されているとみなされる故，ここに付

け加えておくことにした。

(2) 個人乃至家族支配の明確なもの O

協同組合，国有，准国有企業といった「社会化」の比較的進んだ企業の巨

大企業の中における存在を一方の柱とすれば，他方の柱として，明白な個人，

財閥の支配する巨大企業があり，その意味でスウェーデンは，所謂「混合経

済」の一つの典型をなしているといってよい。

こうした個人企業の類型に入るものとしては，著名な⑨エリクソン社

(Ericsson AB)をはじめとして，今なお株式会社形態をとらない④A ・ヨ

ンソン・グノレープ (AxelJohnson-gruppen，ヨンソン財閥〉及び⑫ NK

(NK-Ahlen，オーレン財閥)の他， 株式会社形態、をとる⑥サブ社 (Saab

Scania AB)⑦アセア社(ABAsea)③エレクトロリュ一社(ABElectoroleux 

が25大企業中から抽出しうる。
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第五表サブP松町 (SaabSc削 iaAB) 

口一ランドハ γ*2 (Rolland Hahn) 普通株A 360，744 

スカンジナ(ビ1s3kス3a22山カkenエaンpveiスsnksキasioルRnEsダItS凶i銀fte行lasへe)年金書日
全豪~設株A 142，5Z8 

5，895 

7，カンジヤ生命保険 言寄溺株A 124，170 

ベイヤインベスト:f1:(Beikrinvest ABi 普滋株A 123，850 

へサブ下iーの総発行株は普通株A (1株lOQクローネ!宇奈n泰)5，238.750株，優先株

く1株100タ口…ネ， 1000株 1:紫)60，OOO;T転。
へ偲人名で、あるがスウェーデ、ンの導門家は余く名目株3=:e'あると説明している。

勺 主主ウェ子、ン最大の銀行で，総発行;株(1 ;株100クローネ')7，603，260株。
支は，スウェーグン最大の財閥ワーレンベルグ家 (Wallenbergs)で429，340絵の

保有。とれをスウェ…デン年金差益金 (Sp p)持株300，724捻， スカンヅヤ生保

持株219，703が追ってし、る。いず、れにせよとの銀行はワーレンベルグの慕支持守支

配下にあるといわれている。

出所 :0.日rsgren前揚議。

第六表 アセア役勺 (AseaAB)の主契株主

投資会校勺 (InvestorAB) 939，000 

スウェ…夕、γ年金基金 (SPP) 625，625 

スカンジヤ主主命保険 518，516 

スカ γジブω ピス:h・ェソスキ y;臣、銀行 33ヰ，181

へア-t:ア社の総発行株数iヱ1"粂50;7Clーネe'奄 19，687，500事長。
*2 ワーレンベノレグ財務支配下の投資会社。すなわち，

50ク口同ーネ〉や 650，004株会ワーレンベノレグが蓬按保有。第ニ位株式はスカンジ

ナビスカニにンスキザダ銀行で 179，250縁。
出所:O.Forsgon前掲妻。

サブ社，アセア社は，第五:表， らかな還り，ともに著名なワー

レンベノレグ形関が，傘下のスカンジナピスカ・エンスキノレダ銀行を謀介的補

強として，支配下におし、ていることが明らかである。また，レクトロヲュ

一社もアセア社のニ子二会社とされており，これらによってワーレンベルグ議長の

スウェーデンにおける阻大な力がうかがわれる

もっとも，第五表，第六表及びJそれぞれの誌記からも矢Ilられる通り， ワー

レンベノレ夕、が単独でこれらを支記するには，すでにこれら企業はるまりにも

り， s p pの如さす公的資金や，生保資金の如きものが， ワーレンベ
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ノvグの持株に対拡するに至っていることは，これら企撃に対しても政府の経

営介入の余地が条件として与えられているものとして注目する必要があろうっ

(3) 法人間相互持合形態のもの。

イヤインベスト社 (BeijerinvestAB第一関)，傘スコ γスカ・セメ

ント建設 (ABSKanska C思men土gjiuteri抗第二図〉は，わが留に訊ニーク

とされる法人資本主義金業と開型の法人間粉互持会形態にあることが組問ざ

れる。

ただ，わが自の場合とちがって，これらでは法人陣椴瓦持合が一応駄にな

りながらも， 1悶人株主の位援も決して小浅くない。

後者の場合は，個人 (A・スカ…ノレ〉持株は， 90，102株にとどまり，法人

持株会計に大きく劣るだけで、なく，持合の循環関係もかなり撮底しており，

その意味で法人間持合の典識といえる形を示してし、るが，富者の場合は，鶴

人 (A・ウオーノレ〉持株は， A. 73，511株，お.33，491株に及び，法人持株

第一図 ベイヤインベスト社 (BejerinrvestAB)の然式保翁関係
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スコンスカ・セメント建設 (ABSkanska Cementgjuteriet)の株式保有関係
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第二図

;1(1 ス-.J:-スカ セメント建設の総発行材、は

A (1株507口一一不 1t.l<10祭 99，5541i
B (1株50クロ不 l株 1¥畏) 1，694，7521* 

*2 オ プス社の総発行株は 800，000

(1 n 100ク口不)

X ユーロソク マルモ社のrf. J~n.f末は

2，767，213株 (1材、 100クロネ)

Wd叶 0， F ol'sgren liifJ品刀

A スカ }レ

(九JlanSkarne) 

議決権上も対抗していることの比較で，B. 456，2941朱〉(A. 37，218株，

と (768，601票対829，494票〉が注目される必要があろう。

これらでは法人持合を基礎にテクノクラート支配がだが，いずれにせよ，

これらを物化のすすんだ資本として一一可能となる条件が与えられており，

これらの場合というのは，いささかも「社会化」とはいえまい。この場合，

に政府を通しての社会的コントローノレの条件は全くないからである一一考え

てもさして誤りではなかろう。

その他(4) 

⑪スペンスカ・ベアリング (Sv巴nskaKullagerfabriken)⑮グレングス社

は，一見するところ，先のボノレボ社とやや似かよった株式(Granges AB) 

こ:hいずれも Sppが筆頭株主であり，所有関係を示している。すなわち，

前者については SPPの持株

は，議決権1000分の lのB株が大半であり，後者では，筆頭とはいえ SPP

に保険会社がつづいているからである。だが，
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の持株率は低い。

また， 前者では A株株主の第三位にワーレンベノレグ系の AB.Invesfor 

が，後者ではベイヤインベスト系の IndustrivardenABが同じく第三位株

主にみられ，その性格はやや複雑であり，企業の資本蓄積動態等をさらに分

析することなしに，規定づけを敢えて行うことは避けることにした。

むすび

すでに本文中でも再三ふれた通り，株式のたんなる法的所有関係のみから，

スウェーデン主要企業の性格を最終的に判断することはできない。

むろん，筆者が使用したフォノレスグレンの前掲書は，その表題からみても，

また株式の所有関係について彼が実際に普通株，優先株及議決権の相違等を

厳密に区別しつつ表示していることからみても，筆者の目的とする診断にと

って，かなり適合したものであることは明らかであるといえよう O

だが，たとえば政府管理下の資金によって普通株の大きな部分が保有され

ている場合でも，そうした手段によって政府が現実にどの程度またどのよう

に経営それ自体に介入しているかは，こうした資料だけからは到底明らかに

することができず，さらに資本蓄積等企業の運動の実態に立ち入った分析が

行われねばならないことはいうまでもなL、。

とはいえ，かかる限定にもかかわらず，ここに示された諸事実から，なお

次のように概括することが一応許されるであろうと筆者は考える。

すなわち，少くともスウェーデンにおいては巨大資本における個人の所有

支配関係の止揚はかなり進んでいること，しかもこうした消極的否定的規定

の限りでいえば，スウェーデンの事態は英仏の如き保守的構造とは対照的で

あるばかりか，ある意味ではわが国におけるそれに極めて近いとしても，あ

ながちし、し、すぎではないと思われるのである。

なんとなれば，先にあげた25大企業のうち，明白に個人乃至財閥家族支配

下にあるものは比較的少なく，しかもそのうちスウェーデン最大の財閥とさ

れるワーレンベノレグ支配下のものについても，すでにみた通り公的半公的資



122.(526) 経済学研究第28巻第2号

金の浸透もかなりなものであり，こうした財閥支配自体が本来の排他性を失

いつつあることが認められたからである O

個人性の止揚とし、う消極的否定的規定性における性格づけが比較的容易で

あるのに対して，これらを如何ように積極的に規定づけるかは，はるかに困

難であることはいうまでもない。

わが国の法人資本主義がその最たる典型であり，そのもっとも先進的な形

態であるといえる「資本物化の極限化」をここでも認めることには率直にい

って筆者にも大きな薦陪が伴う。

それよりも，むしろ一定の限定づきではあるが資本主義的限界内での資本

の「社会化Jの進んだものとして，スウェーデンを把えることを今の段階で

は選んでおきたい。

というのは，たんに政府を通しての社会的介入の条件が株式の所有関係に

みられるばかりでなく， (1)著名なこの国の福祉制度(2)かなり強力といってよ

いこの国の消費者保護行政， (3)これらを保障するための企業への高率課税，

(4)西独等にもみられる経営への労働者参加ばかりでなく，それ以外にも公的

代表の経営参加が義務づけられているこの国の特殊な会社法規の存在，等を

通して，この国の企業が，強い社会的規制に包囲されている事実がうかがわ

れるのであり，その意味で，上記のような形式的条件が，ある程度実質化し

ていると推察できる理由が充分あると思われるからである。

むろん，こうした診断をより確実なものとするためには，筆者のとりあげ

た資料は，官頭にもことわった通り，極めて不十分なものであり，今後に残

された課題は少くない。

だが，この国が極めてユニークな修正資本主義といわれるだけの基盤の存

在は，本研究ノートの限りでも，一応認められるのであり，いうところのこ

の国の「矛盾」があると Lても，それらはかかる修正資本主義のそれとして

把えられるべきで、あろうと考えられるのである。

1) スウェーデン消費者行政局 (Konsmentverket)を中心としたこの国の消費者保護

行政は，資本主義国としてはもっとも整備されたものであることはよく知られで
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いる。筆者も，たまたま，それらの実態を取材することを得たが，それらについ

ては，ここでは省略する。ただ，宣伝販売等に"ついて， この国の企業に課せられ

ている社会的規制は，わが国とは隔世の感があることを特に指摘しておきたい。

2) 企業の社会保障負担計は， 1978年現在，賃金費用総計の37.3%に及んでいる。

3) 1971年改定のスウェーデンの新株式会社法によって， 20の会社を対象に，公共代

表取締役と公共代表会計監査人各 1人づっの導入がはかられた。




